
〔平成２２年度 第１回 千葉県後期高齢者医療懇談会〕 

 
日 時：平成２２年７月３０日（金） 午後３時から 
場 所：千葉県後期高齢者医療広域連合 ８階 会議室 

 

次  第 

１ 開 会 

 

２ 議 題 

 

１ 制度の施行状況について  

 

２ 被保険者証年度更新について 

 

３ 医療費適正化事業について 

 

４ 事務所の移転について 

 

５ 広報計画について 

 

３ その他 

 

 １ 「高齢者のための新たな医療制度等について（中間とりまとめ）（案）」

について（意見交換） 

 

 ２ その他 

 

４ 閉 会 



区分 氏　名 団　体　名　・　役　職　等 備 考

田 上 充 元
　（社）千葉県シルバー人材センター
　連合会　副会長

川 上 き く 子 　（財）千葉県老人クラブ連合会　評議員 欠　席

飯 田 禮 子 　千葉市介護保険運営協議会委員

川 越 一 男 　（社）千葉県医師会　理事

宍 倉 邦 明 　（社）千葉県歯科医師会　副会長

石 野 良 和 　（社）千葉県薬剤師会　副会長 欠　席

平 野 正 雄
　健康保険組合連合会　千葉連合会
　業務部会　副部会長

高 野 高 志
　全国健康保険協会　千葉支部
　レセプトグループ　グループ長

代　理

小 林 秀 樹 　警察共済組合　千葉県支部　事務局長 欠　席

野 尻 雅 美 　千葉大学名誉教授 （会長）

宮 崎 美 砂 子 　千葉大学大学院看護学研究科教授
（副会長）

欠　席
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保険者
番号

市町村名 被保険者数
現役並み所
得者（再掲）

低所得Ⅰ該
当者（再掲）

低所得Ⅱ該
当者（再掲）

被扶養者で
あった被保険
者数（再掲）

39121017 千葉市中央区 17,100 1,959 2,999 2,700 1,275
39121025 千葉市花見川区 14,397 1,645 2,511 2,161 1,085
39121033 千葉市稲毛区 12,350 1,523 2,171 1,761 829
39121041 千葉市若葉区 13,836 1,483 2,505 2,150 1,082
39121058 千葉市緑区 7,608 592 1,331 1,177 823
39121066 千葉市美浜区 8,247 758 1,356 1,377 545
39122023 銚子市 10,440 538 1,738 1,506 1,580
39122031 市川市 32,447 4,932 5,723 4,792 2,597
39122049 船橋市 44,792 4,855 7,618 6,893 3,386
39122056 館山市 8,261 499 1,538 1,542 1,037
39122064 木更津市 11,926 729 2,223 1,500 1,723
39122072 松戸市 36,913 4,145 6,244 5,713 2,795
39122080 野田市 13,521 947 1,982 2,033 1,799
39122106 茂原市 9,883 625 1,762 1,392 1,509
39122114 成田市 10,120 795 1,510 1,494 1,874
39122122 佐倉市 14,762 1,255 2,534 1,921 1,674
39122130 東金市 5,797 366 987 885 990
39122155 旭市 8,655 381 1,296 1,138 1,540
39122163 習志野市 12,358 1,490 2,135 1,733 934
39122171 柏市 30,344 3,270 5,157 3,733 2,549
39122189 勝浦市 3,698 177 748 604 652
39122197 市原市 23,391 1,663 3,613 3,658 3,092
39122205 流山市 13,228 1,394 2,313 1,401 1,073
39122213 八千代市 14,268 1,510 2,253 1,901 1,149
39122221 我孫子市 12,006 1,249 2,073 1,274 996
39122239 鴨川市 6,318 327 1,091 1,286 1,117
39122247 鎌ケ谷市 8,047 606 1,385 1,114 662
39122254 君津市 9,519 503 1,498 1,269 1,564
39122262 富津市 6,841 293 1,206 968 1,399
39122270 浦安市 6,685 1,084 1,084 868 718
39122288 四街道市 7,062 750 1,053 788 592
39122296 袖ケ浦市 5,094 252 806 743 942
39122304 八街市 5,682 252 1,027 1,057 808
39122312 印西市 6,602 358 1,038 854 1,203
39122320 白井市 3,778 361 588 477 416
39122338 富里市 3,429 201 506 542 468
39122346 南房総市 8,778 296 1,635 1,456 1,521
39122353 匝瑳市 6,007 223 868 921 1,111
39122361 香取市 12,183 484 1,533 1,727 2,701
39122379 山武市 7,094 217 1,267 1,160 1,287
39122387 いすみ市 7,233 345 1,153 1,257 1,390
39123229 酒々井市 1,631 115 275 225 222
39123294 栄町 2,313 105 361 319 376
39123427 神崎町 903 42 108 122 184
39123476 多古町 2,690 86 319 395 685
39123492 東庄町 2,210 53 249 307 477
39124029 大網白里町 5,128 267 812 732 878
39124037 九十九里町 2,589 71 538 375 472
39124094 芝山町 1,146 61 174 191 212
39124102 横芝光町 3,868 135 656 621 677
39124219 一宮町 1,729 96 270 243 298
39124227 睦沢町 1,210 34 154 213 307
39124235 長生村 1,872 56 271 303 406
39124243 白子町 1,859 50 307 317 369
39124268 長柄町 1,144 46 123 181 319
39124276 長南町 1,797 69 235 312 445
39124417 大多喜町 2,044 70 339 328 484
39124433 御宿町 1,695 96 354 260 230
39124631 鋸南町 1,900 77 403 350 366

広域連合 538,428 46,861 90,006 78,720 63,894

市町村別被保険者数等（平成22年5月末現在）　　月報Ａ表より
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(参考) 保険料軽減措置の継続 
 

平成 21 年度までの保険料の軽減措置ついては、次のとおり平成 22 年度以降も

継続されます。 
 

ア 低所得者の軽減措置（均等割軽減） 

（ア）被保険者均等割額が７割軽減される世帯のうち、後期高齢者医療制度の被保

険者全員が、年金収入８０万円以下で他の所得がない場合に行う被保険者均等

割額の９割軽減措置について、後期高齢者医療制度を廃止するまでの間、継続。 

（イ）被保険者均等割額が７割軽減される被保険者（（ア）の対象となる被保険者

を除く。）について行う被保険者均等割額の８．５割軽減措置について、後期

高齢者医療制度を廃止するまでの間、継続。 

 

イ 低所得者の軽減措置（所得割軽減） 

基礎控除後の総所得金額等が 58 万円以下の方に対する所得割額の５割軽減

措置ついて、後期高齢者医療制度を廃止するまでの間、継続。 

 

ウ 被用者保険の被扶養者の軽減措置 

制度加入の前日まで被用者保険の被扶養者であった方に対する被保険者均

等割額の９割軽減措置について、後期高齢者医療制度を廃止するまでの間、継

続。 

 
○ 低所得者の保険料軽減措置の概要 

 

軽減割合 世帯（被保険者および世帯主）の総所得金額等 

９割軽減 
8.5 割軽減に該当し、世帯内の被保険者全員が年金収

入 80 万円以下で他の所得がない世帯 

8.5 割軽減 
世帯内の被保険者全員と世帯主の所得金額の合計額が

33 万円以下の方 

５割軽減 
基礎控除額（33 万円）＋24 万５千円×世帯の被保険者

数（被保険者である世帯主を除く）を超えない世帯 

均

等

割

額

軽

減 
２割軽減 

基礎控除額（33 万円）＋35 万円×世帯の被保険者数を

超えない世帯 

所得割額５割軽減 
所得割を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額

等が 58 万円以下の方 
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２ 被保険者証年度更新について 

                           

１ 更新後の被保険者証 

 交 付 年 月 日    平成２２年８月 １日 

 有 効 期 限    平成２３年７月３１日 

（短期被保険者証 平成２３年１月３１日 ６ヶ月間） 

 被保険者証の地の色彩 オレンジ色（別添参照） 

 

２ 発送手続等 

（１）発送期日 

 平成２２年７月９日～１８日 被保険者証等の抜き差し等を行い市町村ごと

に発送処理（郵便局へ持ち込み等） 

 

（２）発送郵便種別   

簡易書留（転送可） 

 

（３）交付予定数 

約５４１，０００人 

 

（４）短期被保険者証事前通知の発送 
事前通知は、新たに短期被保険者証を交付しようとするときに対象者に発送

するもので、４１市町村９５２人に発送いたしました。 

 

（５）その他 

   被保険者証発送封筒に同封されるパンフレットに、次の２点を追加いたしま

した。 

    ①ジェネリック医薬品希望カード付きのものにいたしました。 

    ②臓器移植に関する知識の普及を目的とした啓発文の掲載 

     今回の年度更新においては、被保険者証への意思表示欄を設ける様式変

更を見送り、改正臓器移植法を受けた施策として、移植医療に関する啓発

及び知識の普及を目的とした内容をパンフレットに記載いたしました。 
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３ 医療費適正化事業について 

１ 平成２１年度事業結果について 

「長寿健康づくり訪問指導」については、医療費適正化事業として、被保険者の健康

の保持・増進を図ることを目的に、モデル事業として、鋸南町の協力を得て、広域連合

の保健師が、被保険者への訪問指導を実施いたしました。 

概要については、別紙のとおり。 

 

２ 平成２２年度事業予定について 

本年度は、国の実施要綱で名称が変更され、医療費適正化事業から保険者機能強化事

業と変更になっておりますが、引き続き訪問指導を実施いたします。 

当該事業の実施については、市町村に意向調査を行った結果、２市から申出があり、

訪問対象者の選定等、今後協議を行う予定です。 

なお、事業の実施にあたり、関係機関と連携を図って参ります。 

 

 （１）広域連合で行う事務 

 （ア）訪問指導の対象者リスト等、資料の作成 

   （イ）訪問指導の実績及び評価の取りまとめ 

 

 （２）市町村で行う事務 

   （ア）訪問指導対象者の決定 

 （イ）保健師等による訪問指導の実施 

   （ウ）訪問指導記録の作成・報告 

 

  （３）訪問指導実施時期 

    訪問後、３ケ月後の診療状況等の効果判定を行うため、訪問時期については、８

月～１１月を予定しております。 

 

  （４）訪問対象者の抽出 

レセプト資料等を参考に、主に生活習慣病のおそれのある方や重複 

・頻回受診者等について抽出する。 
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別紙 

「長寿健康づくり訪問指導」モデル事業報告書（概要） 

 
１．平成 21 年度「長寿健康づくり訪問指導」モデル事業について 
（１） 国は、医療費適正化事業の１つとして、重複・頻回受診者への訪問指導の実施強化

を挙げているが、広域連合では、健康の保持・増進を図ることを目的に、保健師等に

よる訪問指導を実施した。平成 21 年度は、県内市町村よりモデル自治体として、１

自治体を選定して試行的に訪問指導を行った。 
（２）モデル自治体の選定 

実施自治体として鋸南町を選定した。 
（３）対象者の選定方法 

被保険者の健康の保持・増進を図ることを目的としていることから、生活習慣病

で日常生活の生活指導が必要な方を選定した。   
（４）実施状況  

１３名を選定し、１１名について実施した。（内訳は次のとおり） 
①男性 4 人 女性 7 人 
②年代 70 歳代 5 人 80 歳代 6 人 
③単独世帯 2 人 （うち 1 人が訪問後骨折で入院中）  

（５）実施時期 
 平成 21 年 6 月 10 日～8 月 4 日 （8 日間） 

（６）医療費の変化 
    医療費適正化の変化について、訪問指導が必要と判定した診療月と訪問指導実施

月の翌３ヶ月間の医療費平均点数を比較した。 
１０人の訪問者の訪問指導が必要と判定した時点の医療費点数は総計 85,842 点

であり、訪問後 3 ヶ月の医療費平均点数は 47,963 点で  ▲37,879 点となった。

（訪問実施者１1人中、１人は訪問後に入院した為、判定の対象から除外した。） 

 
 

２．平成２２年度長寿健康づくり訪問指導事業について 
（１）訪問の実施方法の検討について 

実施するにあたり市町村の保健師等に訪問指導を実施してもらうことが必要と考える。 
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４ 事務所の移転について 

 

１ 経緯 

H18.11.15 国保会館増築計画への参画申出 

H19. 5.10 幹事会への経過報告（国保会館増築計画への参画について） 

H19. 5.30 協議会への経過報告（同上） 

H21.10.13 幹事会協議（平成 22 年度に係る市町村負担金において事務局移転

費 25,501 千円） 

H21.10.16 市町村担当課長会議報告（同上） 

H22. 1.12 幹事会協議（平成 22 年度予算において事務局移転事務費 25,501

千円を計上） 

H22. 1.14 市町村担当課長会議報告（同上） 

H22. 1.22 協議会協議（同上） 

H22. 4.23 新事務所のレイアウト案を提出 632 ㎡（現事務所 1,047.62 ㎡） 

事務室 544 ㎡    ３階 615.49 ㎡ 

会議室  88 ㎡    ８階 432.13 ㎡ 

 

※ 新事務所の事務室には、広域連合職員の事務スペースのほか

レセプト二次点検のスペースも確保しているため、これ以上の

増員が難しい状態である。 

 

２ 当面のスケジュール（案） 

① ７～８月 賃料・共益費等の入居条件の協議 

② 10～11 月 幹事会・協議会の開催 

       （入居条件を踏まえた移転計画案の協議） 

③ 11 月末  国保会館の増築工事の竣工予定 

④ 12～２月 移転準備 

⑤ ３月   新事務所への移転 

 

３ その他 

新制度の動向や賃料・共益費等の諸条件を踏まえ、移転についての検討を進め

てまいりたい。 
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５ 広報計画について 

１ 広報の基本方針 

   後期高齢者医療制度の適正かつ円滑な運営に資するため、市町村と十分連携を図

り、多様な機会を活用して広報活動を実施する。また、広報の対象者(後期高齢者)

の目線に立ち、分かりやすい広報に努める。 

 

２ 平成２２年度 広報活動計画 

 

（１）広域連合 

ア パンフレット等の作成 

(ⅰ)制度解説パンフレット等の作成  

   ・厚生労働省発行のリーフレットを必要に応じて印刷・配布する。 

・研修会等用に活用できる２３年度版「制度解説パンフレット」を作成する。 

      

  (ⅱ)同封小冊子の作成  

被保険者に、被保険者証を送付する際に同封する制度説明用小冊子を引き続

き作成する。 

 

イ 被保険者証更新のポスター作成 

     後期高齢者医療被保険者証の更新ポスターを、医療機関及び市町村担当課等

へ配布する。（今年度は、６月２５日に送付） 

 

ウ 広報紙の発行（定期刊行物：年２回） 

     後期高齢者医療制度や広域連合の行政情報等について掲載し、原則として広

域連合議会定例会(１０月、２月)の翌月に発行する。 

     また、大幅な制度改正などで周知する必要が生じた場合は臨時号を発行する。 

   

  エ 広報紙の配布方法 

     広報紙の配布方法については、市町村アンケートを実施し、決定するものと

する。 

     なお、重要事項の周知については、必要に応じて被保険者に個別配布する。 

 

参考 

※「2009.3．25 発行「広域連合だより」(第６号)配布希望部数調査」時点における 

アンケート調査結果＊56 市町村のうち、27 市町から回答(回答率 48.2％) 

   ア 新聞折り込み         ⇒ 14 市町(13 市 1 町)…51.85％ 

   イ 被保険者あて郵送       ⇒ 10 市町( 8 市 2 町)…37.04％ 

     ウ 市町村による全世帯配布    ⇒  2 市町( 1 市 1 町)… 7.41％ 

エ 市町村経由で被保険者あて郵送 ⇒  1 市             … 3.70％ 

 

 

12



オ ホームページによる情報提供 

    平成２２年４月にホームページ全体をリニューアルし、 

①昨年実施した市町村アンケートを踏まえ、市（区）町村専用ページを項 

目別にわかりやすく表示したこと 

②かんたんガイドを設けるなど、利用者がわかりやすく、使いやすい構成と

したこと 

③サイト内検索や文字拡大、保険料の試算などの機能を導入したこと 

等の改善を図ったところであり、今後とも運用状況を踏まえ、必要な改善を

図ってまいります。 

 

 カ 説明会等の開催 

    市町村の行政区を越える団体からの要請等により、制度の説明・周知を図る。 

 

（２）市町村 

ア 広報紙への掲載 

平成２２年度の保険料軽減措置や保険料の支払い方法など制度等の周知につ

いて、適宜、適切なタイミングで掲載をお願いしたい。 

    ※広域連合より掲載を依頼する場合は、掲載原稿をメールいたします。 

 

イ ホームページによる情報提供 

   広報紙への掲載にあわせ、適宜、適切なタイミングで市町村ＨＰによる情報

提供をお願いしたい。 

 

ウ 説明会等の開催 

自治会等の要請により、出前講座等を開催し、制度等の周知をお願いしたい。 

 

３ 後期高齢者医療制度臨時特例基金の活用 

      

   広報のためのリーフレットの印刷・封入・郵送、新聞等への広告掲載、チラシの

折り込み、ホームページの更新その他特別対策に関する広報に必要な経費、及び説

明会の実施に要する経費(人件費は対象外)を対象とし、基金の活用による広報の充

実を図る。 
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